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 取組の背景と目的 

① 取組の背景・経緯 

 

 本取組の対象地域は大阪国際（伊丹）空港の離陸コース直下に位置し、国による航空機騒

音対策移転補償事業（昭和 46～平成元年）の結果、現在、未利用未活用土地となっている移

転補償跡地、暫定緑地が蚕食状に点在し、人口減少、商業・生活利便施設の移転・廃業によ

り、まちの活力が大きく低下した。とりわけ本取組対象地区（むつみ地区・高芝地区）におい

ては、国の移転補償事業により地区人口が約 1/3 にまで減少することになる一方、自然および

社会動態ともに人口減少、少子高齢化の進行とともに、結果、当該区のコミュニティ活動も

脆弱化することになった。平成 27 年に移転補償跡地の大半は国からコンセッション方式で大

阪国際空港の運営権を担うことになった新関西国際空港株式会社（以下、新関空会社）に所

有権が移転（一部は川西市に無償譲渡され未利用の暫定緑地となっている）されたが、今な

お約 11 ヘクタールにも及ぶ移転補償跡地は未利用未活用地のままとなっている。 

上述の通り、近年では住民の高齢化や単身世帯化が一層加速し、空き家・空き地の予備軍、

や買い物難民の増加、また新たな地域の担い手が見当たらない中での自治会役員の高齢化や

固定化が改善されない等の多様な地域課題が顕在化している。まちの再生には点在する移転

補償跡地などの未利用土地の適切な利活用・流通が喫緊の課題であり、空き家・空き地の活

用、私道の市道化、狭隘道路の拡幅、生活利便施設誘致等の取り組み課題が存在する。 

更には、隣接する現住者の居住用途を譲渡の前提とする地区住民対象の優先売却ルール（新

関空会社と地域住民との合意に基づく）に反し、一部の移転補償跡地について第 3 者の民間

不動産業者による所有・転売が近年発生しており、住民合意のまちづくり・まちの再生を阻

害する乱開発が進むことへの住民の不安や民間不動産業者への不信の高まりも課題である。  

平成 26 年 3 月、川西市は前述の課題解決を図るため、当該地域住民の理解と協力を得つ

つ、移転補償跡地を有効に活用し、生活環境の改善・地域コミュニティの再生を図るまちづ

くりを推進することを目的に「川西市南部地域整備実施計画(令和 5 年度までの 10 年計画）

を策定したが、令和 2 年 3 月の同実施計画改訂前（時点）における計画進捗率は約 26%（個

別計画数比）に留まっていた。そこで令和 3 年 7 月、当申請団体は川西市都市政策部等との

連携・協働体制を構築し、川西市南部地域ランドバンク設立準備委員会（任意団体）を発足さ

せ、NPO 法人をコーディネート団体に選定し、同年の国交省モデル調査 2 次募集事業（協議

体の組成によるまちづくりの促進）に着手したが、第一段階の成果目的とした協議体の組成

に至らず、地域住民主体の運営による先行事業（産直市場事業）の支援継続、及び市実施のサ

ウンディング事業提案に留まった。令和 4 年 3 月までの市所管部との協議を踏まえ、先年モ

デル調査事業活動で得られた知見を活かし、それら改善課題に対応するべく、令和 4 年 5 月、

同準備委員会を改組・強化し、より実務的な取り組みが実施可能な体制を整え、今般のモデ

ル調査事業の応募申請に至る。  
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② 取組の目的 

 

川西市南部の航空機騒音移転補償跡地等が点在する地域における「空き家」、「空き地」、

「低未利用地」等の利活用・流通化を図ることにより、市南部地域整備実施計画（平成 26

年 3 月策定）の推進、市南部地域のまちづくり・ひとづくりの推進、生活環境の改善、地

域コミュニティの再生に寄与する取組を行うことを事業の目的とし、合わせて、川西市や

土地所有者と新たなまちづくりの推進について協議、コーディネートを行うことができる

地域住民サイドの協議体としての「推進法人」組成をめざした検討を行うものとする。 

具体的な取組としては、以下の通りである。 

 

１．公的不動産を含む未利用土地等の利活用・流通化を図り、コミュニティ再生、まち

のにぎわい創出、地域価値向上をめざすプランの策定、事業化。 

２．市の整備実施計画との整合を図りながら、民間小規模開発の手法・視点から地価

(地域価値)に与える影響について予測数値化の試算。 

３．当該対象エリアにおいて未利用地等の利活用やにぎわい創出に取組む新たな参画プ

レイヤーとの協働や地域住民が期待する生活利便施設の誘致に向けたモデルの検討。 

４．当活動ビジョンを達成するために、自立・持続的な運営体制の基盤づくりと「推進

法人」化の組成に向けた検討。 

 

なお、上記の１.については、当該地域全体を俯瞰した中長期的な視点におけるプラン

策定を最終的にめざすものの、当事業取組タームでは前年度取組から継続支援を行ってい

る地域多世代交流および「買い物難民」対策を主な事業目的とした「東久代むつみ産直市

場」事業（運営主体：一般地縁非営利任意団体「東久代むつみ産直市場運営委員会」、平成

29 年 4 月にむつみ自治会主催事業として開始、平成 2 年度に現運営委員会体制に移行）を

１.の具現化をはかるパイロット事業として位置付け、その発展プラン策定および事業化を

積極的に推進するものとした。 

また、上記 2.における地価（地域価値）の試算算定は、未利用土地の流通化を前提にし

た土地整備後の付加価値を３サンプルで試算し、スモールエリアリノベーションの可能性

を検討した。さらに上記の４.では改正所有者不明土地法に則った「推進法人」の組成を念

頭においた検討とした。本取組における「推進法人」のミッションは、対象エリアにおけ

る未利用地や空き家・空き地の有効利活用に係る上記１.～３.の取組および事業を、地域

住民、自治体行政に続く「第 3 の公」の立場で自立的、主体的に推進し、地域再生のまち

づくりに寄与することである。そのためには地域住民、自治体行政との連携・協働はもと

より実務的コーディネーターあるいは協働推進主体として法が期待する役割を担うために、

不動産鑑定士、土地家屋調査士、技術士、金融機関等の専門家とのネットワークを構築し、

理論と実態調査に基づく地価やエリア価値向上に計画的、実証的に取り組むこととした。 
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 取組（活動）の内容 

■取組の全体像（事業スキーム） 

 

既述の（３）取組の体制に示した「川西市南部地域活性化プロジェクト 推進モデル」は、

本取組の流れにおける当取組団体（川西市南部地域ランドバンク推進協議会）の構成モデル

と事業推進のフローを俯瞰的に図化したものであるが、ここでは取組の全体像として下図の

通り、今回取組活動タームにおける当取組団体のコアメンバー（推進協議会理事）の活動視

点を踏まえた、より実際的な事業スキームを示している。当協議会の取組は、大きく 2 つの

事業ミッションを設定した。１つ目はエリアを限定した詳細のゾーニング及び未利用土地の

再生プランの作成であり、2 つ目は土地の適正な利活用・管理を進める組織体制を構築するこ

とである。後者では推進法人化の組成を目指す検討を踏まえ、近隣自治体が平成 21 年 2 月か

ら当初 5 か年の履行期間、対象物件は土地 189 物件、面積 10 万 5,157.35 ㎡（但し、支え壁

(壁芯)のある跡地（21 物件）については､信託財産としての取り扱いが困難であるため除外）

で行った移転補償跡地流動化事業の先行事例である土地信託販売方式「分譲型（未利用地）

土地信託」について、文献研究の後、当該市所管課への訪問ヒアリング調査を実施した。 
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①   不   含む      の    流通化 図        再 お  

  の ぎわ 創出   価値向上 寄与  プ        化     

 

１ 具体  取組の内容 

 

 既述の通り、対象地域は法律に基づく国の航空機騒音移転補償事業（S46～H1 年）の結果、

移転補償跡地が蚕食状に点在し、人口減少、商業・生活利便施設の移転によりまちの活力が

低下した。また、近年、住民の高齢化や単身世帯化が進み、買い物難民対策や世代交代に伴う

地域リーダーの発掘・育成など多様な地域課題を抱える。 

そこで本取組では住民自ら地域課題解決のため運営する「東久代むつみ産直市場」を未利用

土地の利活用を先導するパイロット（起点）事業として実施検証と事業支援を継続した。 

 

（1）「東久代むつみ産直市場」の事業目的 

 

上記地域の特徴的課題を踏まえ、平成 26 年に川西市は本取組対象地域を含む市南部の航空

機騒音対策区域の生活環境改善と地域コミュニティ再生を目的とした「川西市南部地域整備

実施計画」（10 年間の事業実施年次計画）を策定したが、7 年目以降の実施計画改定を経て

現在 9 年目時点での計画進捗（項目達成率）は約 7 割である。一方で、地区別の達成状況に

は進捗格差があり、今回対象地区の事業進捗は遅れている。地区住民が計画当初から強く要

望している日用生鮮食材等を取扱う生活利便施設の誘致もなお実現には至っていない。 

そこで、移動交通手段を持たない高齢者世帯や高齢単世帯の増加による買い物難民対策が

地域住民には焦眉の地域課題であったことから、7 年前に東久代むつみ自治会が主体となり

下記を事業目的とする「東久代むつみ産直市場」を開設された。 

① 高齢者が歩いて行ける生活利便施設のない当地区の「買い物難民」対策 

② 当地域を含めた東久代地域全体のまちの活性化・にぎわいづくり 

③ 多世代・新旧の住民のつながりを支える地域交流の場（まちの駅）づくり 

 

（2）「東久代むつみ産直市場」の事業内容 

 

① 正月・警報発令時を除く毎週土曜午前 7 時半～10 時、東久代むつみ自治会館隣接広場 

で開催。来場・参加者数は毎回約 30～80 人（時期や天候により増減）。 

② 取扱品目は、久代地区の地元生産農家協力による生鮮野菜、いちじく等の地場果物、 

タケノコ等の旬材（地域資源の活用）、近隣製造事業者協力によるパン、豆腐等出店の 

他、西宮卸売市場から当日仕入の生鮮食材類を販売。（肉魚総菜類は取扱わない） 

③ 産直市場の開催中、自治会館・交流テントにおいて無料飲茶セルフスペースを開設。 

来場者の自由な交流ほか、地区民生福祉委員等による生活・福祉相談等を随時実施。 
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④ 市場終了後は、運営委員や任意の参加者を交え、地域課題や産直運営等について懇談 

するオフ会を随意開催、月 1 回の意見交換会を定期開催。 

⑤ 地元小学校児童による学校菜園野菜の販売体験コーナーの開設（年 6 回出店。小学校 

の地域社会・生活学習カリキュラムの活用） 

⑥ 産直市場納涼祭（旧地区夏祭りの復活）の開催。来場・参加者数は約 250 人（開催の 

むつみ地区 93 世帯を考えると近隣地区からの来場者が多数含まれると推察） 

 

（3）「東久代むつみ産直市場」の事業成果 

 

単に施策的な買い物難民対策にではなく、地域住民相互の関心、笑顔、生き甲斐、元気を生

み出す地域のつながりの場づくりがコミュニティ再生の原点であることが改めて実感される。 

地域外来場や協力者が広がりつつあり、地域の「であい」「ふれあい」「支えあい」を具現

化する「まちの駅」となり、地域課題のソリューション事業として活動成果をあげている。 

① 高齢者の外出動機になり、「自分の足で歩いて行ける」、「元気がもらえる」など事業 

の継続を望む声が多い。高齢者の健康増進、安否確認にも寄与していること。 

② 新旧住民や地域外来場者との新たなつながりを支える「まちの駅」となっていること。 

③ 単体自治会活動の枠組みを超えた地域縦横・自由参加型の活動へと発展しつつある。

東久代地域全体の活性化に寄与し、途絶えていた自治会夏祭りが復活したこと。 

④ 単身高齢者･障がい児者を含めた生活・福祉相談の場（地区民生･福祉委員の協力）。 

⑤ 自治会等の持続的な運営基盤である人材や地域リーダーの発掘、人づくりの場。 

⑥ 地元小学校と連携し児童（小５）の地域社会や生活体験の貴重な学習機会を提供して 

いること。 

 

２ 問        苦労     

 

① 社会情勢の変化や急速に進む少子高齢化など先々の事業継続リスクへの対応・対策。 

② まち再生に向けた多様な地域特有の喫緊課題を市と共通認識化し、本取組事業を市の 

計画または施策に整合させ、官民連携して推進する取組となるよう図ること。現時点、 

本取組で進めるパイロット事業が、市自治体の南部地域整備実施計画（空港周辺整備 

事業）内に想定されておらず、市所管部署の関与や支援が限定的であること。 

③ 新たな事業や多様な地域課題対策への取組に必要な行政･民間事業者･専門有識者等の

参画・協働の輪を広げ、事業推進体制の更なる構築を図ること。 

④ 全国的に地域住民が住民自治の観点で自ら主体となり地域課題の解決やまちづくりを 

行う取組事例が増えてきており、これら先進的な取組成果を研究調査し活用すること。 

⑤ 産直事業が基礎自治会単位の活動ではなく、地域の活性化やにぎわいを創出する拠点 

づくりの取組であることについて、地域コミュニティにおける全体理解を深めること。 
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３ 工夫  点 特徴  

 

① 産直市場の持続的な運営体制の強化 

担い手の高齢化が進むため、久代小学校区コミュニティ協議会とも協働する取組みと 

すべく協議を申し入れている（令和 3 年度活動には同協議会より活動補助を受けた）。 

② 農産物生産者との協働、仕入体制の拡充および再構築 

  地元の生鮮野菜や青果、生花等の仕入先である生産農家数拡大のため、地元農会長や 

新たな協力生産者とのコミュニケーションを図り、仕入体制の拡充、再構築に努めた。 

③ 農産物以外の新規（再開含む）出店者誘致の取組 

  一時販売休止していたニーズの高い豆腐類販売の再販が決定した。同様に高ニーズの   

  パン類販売については従来の出店事業者が廃業したため新規誘致を模索中である。    

④ ＪＡ農産物直売所との事業連携についての検討 

  ＪＡが経営主体の農産物直売所（市有地無償借用）が産直市場に近在し、月・木曜日 

朝 9 時半から 10 時までの 30 分間のみＪＡ販売員による販売事業が行われているが、 

（１）直売所が閉路に隣接しており、付近住民に認知度低い。 

（２）持ち込み農家が限定的で販売野菜の品数が限定的。  

（３）来客が近所のリピーターのみで、事業採算割れ（人件費≧収入） 

以上の事業課題があり、今後も改善見込めずＪＡとしても苦慮中とのことであった。 

  そこで、ＪＡ農産物直売所と当産直市場との将来的な統合を検討することを提案した。 

  但し、同直売所は市の産業振興事業の助成を受け整備されたため、検討を進める上で、

今後、市所管（産業振興課）との協議も踏まえる必要がある。  

〇 第１回連携会議 令和 4 年 12 月 24 日 11 時～12 時 30 分（むつみ会館） 

      内容：ＪＡ農産物直売所と産直市場の連携について 

       結果：大枠で連携の方向性に合意。ＪＡ農産物直売所の機能を維持しつつ、毎週 

土曜日開催の産直市場への出店を検討することとした。 

〇 第２回連携会議 令和 5 年 2 月 15 日 10 時～（むつみ会館） 

内容：ＪＡ農産物直売所の産直市場出店に係る詳細事項ついて 

     結果：販売開始日時、販売品目、販売方法についての具体検討（協議継続）  

 

◆東久代むつみ産直市場（パイロット事業）の未利用土地利活用促進に係る効果について 

地域課題対応とまちのにぎわい創出を図る産直市場事業の持続的発展により、住宅ゾーン

としてゾーニングされているむつみ・高芝地区の移転補償跡地と暫定緑地の利活用、流通化

促進との相乗効果が期待されるほか、産直市場を含む地区全体のエリア・リノベーションを

図ることで地域価値の向上とコミュニティ再生の好循環を生み出すまちづくりにつながる。 

まず、老朽化したむつみ会館（自治会館）建替に合わせた産直市場の拠点再整備と未利用

地一部を来場者駐車場として整備、利活用することで新規事業者誘致と集客力向上を構想。 
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②  の 部  整備実 計画 の整  図       小規模開発の手  視点 

   価(  価値) 与え 影響の予測 数値化 試算  

 

1 具体  取組の内容 

 

地域再生やにぎわい創出を図るための地域密着型生活利便施設等を誘致するプラン構想、

また、30 年以上もの長期間にわたり未利用土地となっている移転補償跡地の流動化を図る

プランづくりのため、不動産流通を前提にした土地整備（セットバックや隣接地との再編

等により土地利用効率が高まると判断されるもの）の実施を加味した地価バリューアップ

効果について試算検証を行った。 

検討サンプルとして任意 3 パターンの土地登記情報を入手し、これら試算対象土地につ

いて固定資産税路線価に基づく土地価値が上記整備後の資産評価に対する影響をシミュレ

ーションしたところ、３つのいずれのパターンも価値の増加が期待できる結果となった。  

３つの試算パターンは以下の通りである。 

・パターン１ 単独所有：新関西国際空港株式会社、地番 610 番、611 番のケース 

・パターン２ 複数所有：異なった隣接現有２区画、地番 609 番 1、609 番 2 及び 608 番 

・パターン３ 単独所有（公有地）：川西市暫定緑地、地番 616 番 1 及び 2、627 番  

以下に上記シミュレーション試算に係る参考図および実際の検討・試算例を示す。 
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図 7 シミュレーション結果 
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2 問        苦労     

 

 対象エリアに点在する移転補償跡地の詳細な固有の土地情報は新関空会社が有しており、

市空港課においても把握、共有が為されていないとのことであったため、今回サンプル試算

に際しては、限定的に法務局で取得した登記土地情報を用いた。もっとも市の税務担当課は

固定資産税徴収に係る情報を有しているが法令規に則りこれら情報開示はあり得ない。 

従って、対象エリア全ての未利用土地情報を個別取得し試算することは現段階では極めて作

業困難であり、エリア全体の試算データーの蓄積、処理は断念した。加えて、現時点、すぐ

さま具体の事業化プラン策定に結び付く活用の用意や事業機会がないため、今回は現実的に

取組可能な手法により抽出パターン調査として３つのパターンによるサンプル試算を行った。 

今後、推進法人としての立場で対象利利用土地所有者である新関空会社と直接的に連携・協

働が可能となり、エリア全体の試算が可能となる固有の土地情報等が同社より提供され、具

体的なエリア・リノベーションプラン等の策定作業が可能となる時機を待ちたい。 

 

３ 工夫  点 特徴  

 

現在の地価水準については、市道22号沿道利用ゾーンの現在の地価水準を把握するため、 

本調査対象地区の最寄り駅であり徒歩圏内である JR 北伊丹駅と同一沿線の駅改札付近地に 

おける令和 4 年財産評価基準書路線価の路線価を比較基準として用いた試算評価を行った。 

図８ 比較基準とした路線価図 
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上図 8 の通り、沿道利用ゾーンに隣接、接道する JR 北伊丹駅は、同一 JR 路線の中で最

も低水準にある。確かに各駅停車のみの停車駅であるものの、日中時間帯に１時間４本の

列車が停車し、大都心である JR大阪駅まで乗車 19 分程度の好立地・好交通利便にある JR

北伊丹駅の価格水準が、同 52 分の JR 三田駅より下、同 40 分の JR 西宮名塩駅と同程度と

いう路線価評価は、係る好立地・好交通利便にも関わらず駅周辺の住宅立地の現況、すな

わち低乗降客数、低利用という現状を反映している。同駅に徒歩圏で隣接する本調査対象

エリアの未利用地利活用、流通化が実現すれば、同駅の乗降客数は増加することで周辺地

への民間投資や生活利便施設の誘致が促進されると見込まれ、エリア価値の上昇はもとよ

り周辺地域経済の好循環が期待される。 

 

上記シミュレーションによる増分価値はあくまで想定の域を出ないものではある。しか

し、バリューアップすることが可能な状況で、現状のまま潜在的不動産価値がある対象エ

リアの移転補償跡地等を放置することによる、まちの成長や活性化、自治体税収の増収、

未利用土地利活用の機会損失は確実に存在していることを客観的事実として示唆できたと

いえるのではないだろうか。 

 

     参考 JR宝塚線の停 駅の駅別乗降客数  キ グ 

 

順 位  駅 名 乗降客数（人/日）所要時間 大阪駅からの距離 

1 位  大阪    845,370         －      － 

2 位  尼崎     91,854     5 分     7.7km 

3 位  宝塚     59,420      26 分      25.5km 

4 位  伊丹     50,094      16 分      13.5km 

5 位  川西池田 39,190      23 分      18.7km 

6 位  三田     35,180     52 分      41.4km 

7 位  新三田   27,982     55 分      44.6km 

8 位  塚口     24,084     10 分      10.2km 

9 位  猪名寺   19,464      14 分      11.6km 

10 位  中山寺   19,086      22 分      22.2km 

11 位  西宮名塩 17,370       40 分      29.6km   

12 位  北伊丹    11,068      19 分      15.6km ← 好立地ながら低利用。 

13 位  篠山口     6,670        68 分      66.1km  未利用地活用の潜在性 

         14 位  相野      5,944      51 分      51.7km 

     15 位以下は略 

 

参考「国土数値情報（駅別乗降客数データ）」（国土交通省国土政策局・令和元年度） 
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③  該  エリア お       の     ぎわ 創出 取組む新  参画 

プレイヤー の  モデルの検討 

 

１ 具体  取組の内容 

 

最寄り駅であり徒歩圏内にある JR 北伊丹駅から主要幹線である県道を東西に直結する

市道 22 号線沿道について、川西市南部地域整備実施計画においては沿道利用ゾーンとし

て土地利用ゾーニングし、「ロードサイド型の商業施設が立地するゾーン（高芝地区付近

の市道 22 号沿道は、立地を誘導するゾーン）」と位置付けている。 

今回取組では、市の実施計画のゾーニングイメージを具現化する具体的な取組には至ら

なかったが、地域住民へのヒアリングを踏まえた当協議会コアメンバーによる意見交換を

実施した。今後の当該地域におけるまちのにぎわい創りや将来ニーズに適合すると思われ

る立地誘導施設案は次の通りである。（継続検討） 

① 企業主導型保育施設の立地誘導を検討（案） 

・内閣府主導の補助メニューの活用バリエーションがある。 

・最寄り駅（JR 北伊丹駅）に徒歩圏の好立地である（JR 大阪駅まで 19 分、15.6Km）。 

・隣接の住宅ゾーン（流通化）への新たな子育て層の来住者ニーズに訴求、補完する。 

⇒ 企業主導型保育 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.htm 

② 地域または生活密着型商業施設の立地誘導を検討（案） 

・生鮮食材や日用品等を販売する生活利便施設ニーズ（買い物難民対策）へ対応できる。 

・地域資源（生産緑地・地元農産物）を活用した地産地消、地元密着が望ましい。 

・地域の雇用とにぎわい創出への期待。地域内外から人が集まる場づくりができる。 

・先行実施事業である東久代むつみ産直市場との発展統合を図ることができる。 

 

２ 問        苦労     

 

・川西市の関係計画による立地誘導等の施策が必要であること。 

・地区計画（高芝）との整合及び地域住民の利害、合意形成プロセスの検討。 

・具体的なモデル事業プラン策定ワークに当たり、推進法人化が優先か要検討。 

 

３ 工夫  点 特徴  

 

・企業主導型保育施設経営者への事業化検討ヒアリングを実施した。 

・自治会役員、地域住民との意見交換を定例化した（月 1～2 回開催、むつみ会館）。 

・県の地域づくり活動スキルアップセミナー参加と事例研究（令和 4 年 12 月 15 日） 
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④    ビジョ  達     の 立 持続  運営体制の 盤        

  化の検討 

 

１ 具体  取組の内容 

 

第一段階として一般社団法人の登記について理事会コアメンバーで協議を重ねた。事業目

的である川西市南部地域におけるランドバンクの事業構想を、将来の指定推進法人を見据え

つつ、具体化あるいは事業化が可能かどうかを検討した。 

非営利任意団体の立場で既に取組を先行している川西市南部地域におけるまちづくり事業

は、国の空港騒音対策事業でコミュニティの弱体化、少子高齢化が進行した地域の再生をめ

ざす産直市場事業としてまもなく７年目を迎えるが、ランドバンク手法の活用を模索した取

組はまだ２年間である。ランドバンクの手法や理解を深め、協働の仕組みを周知し構築する

必要性の一方で、堅実な組成の困難さを痛感するこの２年間でもある。 

最終的な判断として、登記上の一般社団法人化は容易だが、目下、推進法人の認可アプロ

ーチの見通しが立たない現状を鑑み、一般社団法人化自体に慎重対応すべしとの慎重意見が

多数となり、先行するまちづくり事業を推進する中で推進法人化に向けた調査・研究を継続

することを機関決定（協議会理事会）した。 

 

２ 問        苦労     

  

この間、最も問題となったことは、ランドバンクや特措法に係る推進法人の認可に向けた

アプローチや連携において、本市所管には現下の施策にないランドバンク手法の活用は研究

検討の段階と推察され、本市の実証事業等として計画化に至らなければ公民協働の実務的な

取組体制構築に向けた目線合わせがなかなか整わないことである。ランドバンクや推進法人

の組成には、基礎自治体や地域住民団体の一定理解や関心度といった外部環境の影響を受け

る段階と洞察する。従って、推進法人化をめざす活動団体への適切な支援に限らず、取組や

組成を促進するため基礎自治体向けの国支援、補助メニューの創設や制度整備に期待したい。 

 

３ 工夫  点 特徴  

 

 論点整理を行った。法人化ありきではなく、法人の事業目的と事業継続性担保の明確化で

ある。現時点では、先行の取組事業を堅実に推進させること、先進的なまちづくりを推進す

るネットワークや知見の蓄積に努めつつ、論点整理を踏まえた法人化プランを醸成していく。 

先行事業について、県の紹介を受け応募した（公財）あしたの日本を創る協会（内閣府・ 

総務省等）の「あしたのまち・くらしづくり活動賞」奨励賞を受賞した（令和 4 年 11 月）。 

 ボランティアでまちづくりに関わる方々の喜びと活動への活力になったことは喜ばしい。 
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 取組内容の    

①   不   含む      の    流通化 図        再   

  の ぎわ 創出   価値向上 寄与  プ         化     

 

１) 【 取組 得 れ    知見】 

■まちのにぎわいを創出し、地域課題を対策するパイロット事業の推進。 

老朽化の自治会館更新に合わせた産直市場の複合整備と未利用地の利活用（来場者 

駐車場の整備）によるエリア・リノベーションのプラン構想について検討を進めた。 

■取組対象エリアの焦点化 

当初取組対象とした 2 地区（むつみ・高芝）のうち、１地区（むつみ）で取組の合意

形成が進展したことから、パイロット事業を通した取組を重点的に進めることとした。 

■パイロット事業に対する外部評価によるエンパワーメント 

地域課題対応とまちのにぎわい創出を図る産直市場事業の取組について、県まちづ

くり応援事業採択に続き、国後援の住民自治によるまちづくり活動に対する全国的な

表彰（振興奨励賞）を受賞。参画協働する住民・関係者がエンパワーメントされた。 

    

２) 【取組上  じ   】 

■本取組で進めるパイロット事業が、市自治体の南部地域整備実施計画（空港周辺整備 

事業）内に想定されておらず、市所管部署の関与や支援が限定的であること。 

■対象地区が参画する南部地域全体の住民組織団体における関心の低さ 

 地区毎で空港周辺整備事業の進捗に開きがあり、相対的に発言力の弱い地区（自治会） 

の課題が地域全体の共通課題として認識、合意されにくいとの見方も存在する。 

■未利用土地所有者の新関西国際空港株式会社との具体協議が実現困難。 

任意団体や個別自治会単位の住民要望は、市計画や地域全体要望の位置付けが必要。 

    ■自治会館更新や複合施設化の財源確保。自主財源、市の自治会館更新補助では不足。 

 

②  の 部  整備実 計画 の整  図       小規模開発の手  視点

   価(  価値) 与え 影響の予測数値化  

 

１) 【 取組 得 れ    知見】 

■未利用土地の利活用により地域再生やにぎわい創出を図るためのプラン構想や移転

補償跡地の流動化プランづくりのため、地価評価係るバリューアップ効果に関する

試算検証を行った。 

■隣接地との再編等整備により土地価値の評価変動の影響を３パターンのサンプルで 

シミュレーションしたところ、いずれも土地価値の増加が期待できる結果となった。 
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■移転補償跡地等の土地売却に係る土地信託販売方式の先行事例の調査・研究として

近隣市実施の文献調査を行った上で、当所管課への訪問ヒアリング調査を実施した。 

   ■未利用地利活用によるエリア地価水準の比較評価を不動産鑑定の実務的な観点から 

最寄りの交通路線価を踏まえた検討と考察を行ったところ、対象地区の未利用地の 

流通化によるエリア・リノベーションを図ることで土地評価および地域価値の向上 

効果を期待できることが客観的に洞察できた。 

 

２) 【取組上  じ   】 

■新関空会社が有する移転補償跡地の土地情報詳細を市空港課で把握されておらず、

予定していたエリア全体での土地価値の試算評価データー作成を断念したこと。 

■推進法人等の立場がなく、新関空会社と直接的な協議や情報入手の手段がないこと。 

■今回検討したような土地信託販売方式は、自治体が公有地で行う取組としては成立 

するが、特定民有地を対象としてはこの限りではないこと。 

■自治体との官民協働体制や推進法人化等による公的信用力の付加が必要であること。 

 

③  該  エリア お       の     ぎわ 創出 取組む新  参画

プレイヤー の  モデルの検討  

 

１) 【 取組 得 れ    知見】 

■協働モデル検討に当たり実施した地域住民へのヒアリング調査結果より、高齢者の 

生甲斐、健康増進、こども食堂、託児所、生鮮食品販売店等のニーズを確認した。 

■当地域におけるにぎわい創出ニーズに基づく立地誘導施設案を次の通りとした。 

① 企業主導型保育施設 ⇒ 隣接住宅ゾーンの子育て層の新来住者ニーズに訴求。 

② 地域・生活密着型商業施設 ⇒ 喫緊の地域課題への対応。産直市場の発展統合。 

■企業主導型保育施設経営者への事業化検討ヒアリングの実施で強い事業意欲を確認。 

■国（内閣府、総務省、経産省、文科省等）支援による多様な補助事業の活用を検討。 

 

２) 【取組上  じ   】 

■現状では川西市の関係計画による施策化、立地誘導等の施策化が前提であること。 

 民間事業者の未利用土地取得や誘致に係る市の具体的な支援や誘導の施策がない。 

■市道 22 号沿道にぎわいゾーンの未利用地利活用には地区計画（高芝）との整合及び 

地域住民の利害調整、合意形成プロセスの検討が必要であること。 

■具体的なモデル事業プランの策定ワークに当たっては推進法人化の検討も。 

■市実施計画ではにぎわいゾーンとゾーニングしながら、当初計画の歩道拡幅を改訂 

 計画で隅切りのみの整備計画に変更する等、ゾーニングイメージの具現化が困難。  
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④    ビジョ  達     の 立 持続  運営体制の 盤    「  

  」化の検討  

 

１) 【 取組 得 れ    知見】 

■ランドバンクの取組手法の活用を図り未利用土地の利活用による対象地域の活性化

とまち再生を事業目的とする本プロジェクトの方向性や取組スキームが整理できた。 

■昨年本年の事業採択下のモデル調査活動において、自立・持続的な運営体制の基盤と

なる「人・ネットワーク・知見」の蓄積および推進法人化に向けた検討が深まった。 

■現在の非営利任意団体からの一般社団法人化を第 2 段階、推進法人化を第 3 段階と 

し、先行する取組事業等の推進を通して段階ごとに必要な運営力・体制の整備を進め、

活動実績を積み重ねにより地域住民、自治体行政との連携協働体制を醸成していく。 

    

２) 【取組上  じ   】 

■本取組事業が目下の市実施計画の関連施策になく、事業推進において協議、意見交換

には市所管の前向きな対応を得た一方、実務的関与を得ることに制約があったこと。 

■ランドバンクや特措法に係る推進法人の認可に向けたアプローチや連携促進に際し、 

自治体行政が実証事業等の計画化を図らなければ本取組の目線合せが整わないこと。 

■ランドバンクや推進法人の組成には、自治体行政や地域住民団体の一定理解や関心 

が必要であり、推進法人化をめざす活動団体への適切な支援に限らず、取組・組成を 

促進する基礎自治体向けの国支援、補助メニューの創設や制度整備に期待したい。 

 

 今後の取組予  見通  

 

⚫ 本取組の未利用地利活用の先行事業である「東久代むつみ産直市場」事業の推進と

支援を継続。事業継続性を高めるための近在ＪＡ農産物直売所との連携・協働事業

の具体検討と協議を推進する（令和 5 年 4月～）。 

⚫ 地域住民ニーズに基づく多世代、新旧の住民交流拠点（近在ＪＡ直売所と自治会館

更新に合わせた複合施設）整備プランを取りまとめ、市長要望（令和 5 年 4 月）。 

⚫ 新たな民間事業者等との協働モデルの調査、検討、事業者ヒアリングの取組を継続。

地域・生活密着型利便施設や企業型保育施設の誘致モデルの構想づくり（段階的）。 

⚫ 本市の南部地域整備実施計画（令和 6 年 3月で計画期間終了）の次期事業計画へ

の地域住民ニーズに基づく提案づくり、地域住民の要望活動を支援。合わせて、

立地適正化を踏まえた地域再生事業や地域整備事業（空港周辺対策）の計画化、

本取組事業の評価を踏まえた施策化を市に要望していく（適時）。 

⚫ 一般社団法人化、将来の推進法人化に向けた検討・準備を継続する（段階的）。  




